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第２２回 小野市農業委員会 議事録 

 

１ 開催日時  令和５年２月２１日（火）午後１時１５分～午後２時１５分 

 

２ 開催場所  コミュニティセンターおの ２階 多目的ホール 

 

３ 出席委員  （農業委員８名）（農地利用最適化推進委員１４名） 

     １： 住本 浩也     ２： 中尾 正美 

     ３： 稲岡 卓美     ４： 本岡 俊郎 

     ５： 小林 衞      ６： 藤本 修造 

     ７： 政井 武雄     ８： 岸本 富生 

     ９： 田中 眞司    １０： 稲田 保 

    １１： 近田 武司    １２： 前田 薫 

    １３： 藤川 良昭    １４： 永井 達郎 

    １５： 土井 賢一    １６： 増田 種正 

    １７： 長谷川義博    １８： 青木 輝剛 

    １９： 藤原 廣典    ２０： 中井 義則 

    ２１： 森本 謙介    ２３： 横山 和行 

 

４ 欠席委員  （農業委員０名）（農地利用最適化推進委員１名） 

    ２２：  前田 明弘 

 

５ 議事に関係した事務局職員 

    事務局長    多鹿 博昭 

    事務局     高橋 言 

 

６ 会議に付した事件 

  議事 

   議案第 112号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可について 

   議案第 113号 農地法第５条の規定による許可申請に対する進達について 

   議案第 114号 転用制限外農地の届出に対する受理について 

   議案第 115号 農地法第３条第２項第５号括弧書きに規定する別段の面積

について（別枠面積の解除） 

   議案第 116号 農用地利用集積計画の決定について（農地中間管理権） 

   議案第 117号 農用地利用集積計画の決定について（所有権移転） 

  報告事項 

   報告１ 各種証明書の交付 

   報告２ 農地法第５条第１項第７号及び同法施行令第１０条第１項の規定
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による届出の受理 

   報告３ 農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条の規定による小

作の解約通知の受理 

   報告４ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理 

   報告５ 構造改善計画届出の受理 

 

 

【 開 会 】 

 

○議長  開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。 

     ２月の下旬になったにもかかわらず、午前中の現地調査の際には雪が降

ってきた。担当委員の皆さんには、寒い中ご苦労様でした。 

     本日第２２回小野市農業委員会を開催しましたところ、委員の皆様方に

は何かとお忙しい中、ご出席を頂きまして誠に有難うございます。 

     また、調査担当委員さんには、早朝より現地調査を実施していただきあ

りがとうございました。のちほど、現地調査報告をよろしくお願いいたし

ます。 

     さて、本日の委員会では、農地法第３条の許可、第５条の許可申請に対

する進達、転用制限外農地の届出に対する受理、農地法第３条第２項第５

号括弧書きに規定する別段の面積、農用地利用集積計画の決定などの、審

議を予定しております。 

     そこで、議案審議において、ご質問・ご意見がある場合は、必ず挙手を

していただき議席番号、氏名を言ってから発言をしていただきますようお

願い申し上げます。 

     委員各位におかれましては、各議案に対して、慎重にご審議をいただき、

適正なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

 

○議長  それでは、ただ今から第２２回小野市農業委員会を開会いたします。 

 

          （議長着席） 

 

○議長  まず、最初にご報告申し上げます。 

     ２２番 前田明弘委員は、本日の会議に出席できない旨の届け出があり

ましたので、ご報告申し上げます。 

 

○議長  次に、議事録署名委員２名を指名させていただきます。 

     このたびの委員会の議事録署名委員には、議席番号３番 稲岡委員、４

番 本岡委員にお願いいたします。 
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（農地法第３条関係） 

○議長  それでは、これより議事に入ります。議案第１１２号を上程いたします。 

     提案説明を事務局からいたします。 

 

○事務局（多鹿） 失礼します。議案書の１ページをお願いします。 

   議案第１１２号 

     農地法第３条の規定による許可申請に対する許可について 

    別紙の農地法第３条の規定による許可申請について、許可の適否につき意

見を求める。 

     令和５年２月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

     詳細は、２ページの３件になります。よろしくご審議をお願いいたしま

す。 

 

○議長  議案第１１２号は、ただいま事務局が説明しましたとおり、農地法第３

条関係でございます。 

     該当地区の担当委員により申請内容について、事前に調査を行っておら

れますので、その説明をしていただき、審議を進めたいと存じます。 

     なお、各申請につきましては、事務局において農地法第３条第２項各号

に該当しておらず、許可要件を満たしているものとして提案しております。 

 

○議長  それでは、１番についてですが、小野市農業委員会会議規則第１１条の

規定により、○番○○委員は退席をお願いします。 

 

          （○○委員退席） 

 

○議長  それでは１番について、地元委員から説明をお願い致します。 

 

○○番 ○番○○が、１番について説明いたします。 

     参考資料の、１ページから４ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 三和町○○○○ ○○○○、譲渡人 三和町○○○○ 

○○○○、申請地：所在地 三和町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○

○○○㎡ 自作地、三和町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 

自作地、三和町○○○○ ○○○○ 地目道路、現況地目田 面積○○○

○㎡ 自作地、三和町○○○○ ○○○○ 地目道路、現況地目田 面積

○○○○㎡ 自作地、三和町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○

㎡ 自作地、三和町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作

地、三和町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、三和

町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、三和町○○○

○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、以上合計９筆 合計面
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積○○○○㎡、摘要として、売買による所有権移転であります。 

     譲受人と譲渡人は、親戚関係にあります。譲渡人の体調不良により、譲

渡人のすべての農地を１０年ほど前から、譲受人が耕作されてきています。

このたび、今後のことを考え、また、譲渡人の娘さんも農地はいらないと

のことで、譲渡人から譲受人にすべての農地を引き取ってほしいとの申し

出があったものです。譲受人は、会社を経営されていますが、農業用倉庫、

乾燥機、トラクター、田植え機等農機具一式を所有されており、農業経営

にも熱心に取り組まれており、特に問題はないと思います。 

     よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○議長  １番について、説明は終わりました。１番についてご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、１番については許可するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、１番については許可することに決定

いたします。 

 

          （○○委員着席） 

 

○議長  それでは２番について、地元委員から説明をお願い致します。 

 

○○番 ○番○○が、２番について説明いたします。 

     参考資料の、５ページ、６ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 久保木町○○○○ ○○○○、譲渡人 久保木町○○

○○ ○○○○、申請地：所在地 久保木町○○○○ ○○○○ 地目田 

面積○○○○㎡ 自作地、摘要として、売買による所有権移転であります。 

     譲受人と譲渡人は親戚関係にあり、約２０年以上前から譲受人が耕作し

てこられていました。このたび、譲渡人の親が元気なうちに、所有権をは

っきりさせておこうとのことから売買の話がまとまったものです。譲受人

は農業に積極的で、別段の問題はないものと思います。 

     よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○議長  ２番について、説明は終わりました。２番についてご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

          （発言なし） 
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○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、２番については許可するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、２番については許可することに決定

いたします。 

 

○議長  それでは３番について、地元委員から説明をお願い致します。 

 

○○番 ○番○○が、３番について説明いたします。 

     参考資料の、７ページ、８ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 加古川市八幡町宗佐○○○○ ○○○○、譲渡人 加

古川市平岡町新在家○○○○ ○○○○、申請地：所在地 阿形町○○○

○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、阿形町○○○○ ○○

○○ 地目畑 面積○○○○㎡ 自作地、阿形町○○○○ ○○○○ 地

目田 面積○○○○㎡ 自作地、以上合計３筆 合計面積○○○○㎡、摘

要として、売買による所有権移転、新規就農、農地所有適格法人による取

得であります。 

     譲受人は、加古川市内の会社で、農地所有適格法人として、営農型太陽

光発電をサポートされています。このたび、当該農地を売買により取得さ

れ、営農型太陽光発電を行いたいとのことでありました。当該農地は山裾

であり、日照時間も短いところですが、キクラゲを栽培したいとのことで

ありました。譲受人の所在地から、申請地までは車で２０分程度の距離で

あり、営農にも問題ないと思われます。 

     よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○議長  ３番について、説明は終わりました。３番についてご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、３番については許可するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、３番については許可することに決定

いたします。 

 

○議長  以上、議案第１１２号 農地法第３条関係では、申請件数３件、うち許

可件数３件により審議は終了いたしました。 
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（農地法第５条関係） 

○議長  次に、議案第１１３号を上程いたします。 

     提案説明を事務局からいたします。 

 

○事務局（多鹿） 議案書の３ページをお願いします。 

   議案第１１３号 

     農地法第５条の規定による許可申請に対する進達について 

    別紙の農地法第５条の規定による許可申請について、許可の適否につき意

見を求める。 

     令和５年２月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

     詳細は、４ページ、５ページの５件になります。よろしくご審議をお願

いいたします。 

 

○議長  議案第１１３号は、ただいま事務局が説明しましたとおり、農地法第５

条関係でございます。 

     該当地区の担当委員により申請内容について、事前に調査を行っておら

れますので、その説明をしていただき、その後に、現地調査班長から現地

調査報告をお願いして、審議を進めたいと存じます。 

 

○議長  それでは１番について、地元委員から説明をお願い致します。 

 

○○番 ○番○○が、１番について説明いたします。 

     参考資料の、９ページ、１０ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 久保木町○○○○ ○○○○、譲渡人 久保木町○○

○○ ○○○○、申請地：所在地 久保木町○○○○ ○○○○ 地目田 

面積○○○○㎡ 自作地、摘要として、売買による所有権移転、普通自動

車 4 台、軽自動車 1 台の露天駐車場および自動車転回場 60 ㎡となる予定

です。第３種農地です。 

     譲受人が現在使われている事務所が、当該農地の前にありますが、駐車

スペースなどが大変狭くて、苦慮されているようです。また、県道住吉住

永線沿いに位置していますが、カーブがきつくて危険なため、譲受人が譲

渡人に当該農地の譲渡について声をかけたところ、譲渡人も後継者がおら

れず、田畑の管理も大変になってきておれら、良い返事をもらわれたとの

ことでした。別段、問題はないと思います。 

     よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○議長  引き続きまして、現地調査報告をお願いいたします。 
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○○番  ○番○○が、１番の現地調査報告を致します。 

     ただいま地元委員から詳しく説明がありましたとおりでございます。 

     相隣関係としましては、東側が道路、西側が宅地、南側が道路、北側が

水路となっております。 

     従いまして、水利、区長の同意書、土地改良区の意見書があれば良いか

と思います。 

 

○事務局 ありがとうございます。水利、区長の同意書、土地改良区の意見書、と

もに提出されております。 

 

○議長  １番については、説明が終わりました。必要書類は、提出されておりま

す。本件についてご質問、ご意見はございませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、１番については進達するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、１番については進達することに決定

いたします。 

 

○議長  それでは２番について、地元委員から説明をお願い致します。 

 

○○番 ○番○○が、２番について説明いたします。 

     参考資料の、１１ページ、１２ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 加東市社○○○○ ○○○○、譲渡人 西脇町○○○

○ ○○○○、申請地：所在地 西脇町○○○○ ○○○○ 地目田 面

積○○○○㎡ 自作地、摘要として、贈与による所有権移転、木造平屋建

148.22㎡の一般住宅となる予定です。第３種農地です。 

     譲受人は譲渡人の孫になります。譲受人が当該農地に一般住宅を建てら

れて住まわれる予定にされておられます。また、農地に隣接して譲渡人の

新宅にあたる方も住まわれています。当該農地では昨年まで米作りをされ

ていました。排水等についても問題はないと思います。 

     よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○議長  引き続きまして、現地調査報告をお願いいたします。 

 

○○番  ○番○○が、２番の現地調査報告を致します。 

     ただいま地元委員から詳しく説明がありましたとおりでございます。 

     相隣関係としましては、東側と西側が宅地、南側が譲渡人の田、北側が
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道路となっております。 

     従いまして、水利、区長の同意書、土地改良区の意見書があれば良いか

と思います。 

 

○事務局 ありがとうございます。水利、区長の同意書、土地改良区の意見書、と

もに提出されております。 

 

○議長  ２番については、説明が終わりました。必要書類は、提出されておりま

す。本件についてご質問、ご意見はございませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、２番については進達するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、２番については進達することに決定

いたします。 

 

○議長  それでは３番について、地元委員から説明をお願い致します。 

 

○○番 ○番○○が、３番について説明いたします。 

     参考資料の、１３ページ、１４ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 下来住町○○○○ ○○○○、譲渡人 下来住町○○

○○ ○○○○、申請地：所在地 下来住町○○○○ ○○○○ 地目田 

面積○○○○㎡ 自作地、摘要として、使用貸借権設定、1 階 48.02 ㎡、

2階 40.57㎡の一般住宅となる予定です。第３種農地です。 

     譲受人は、譲渡人の息子さんです。昨年、農業委員である私に、当該農

地を活用して家を建てたいとの相談がありました。当該農地は、圃場整備

事業に参加されていたところであり、難しいかもしれないとのことになり

ましたが、昨年、除外申請をされ、許可がおりたものです。なお、譲受人

の実家周辺には、新居を建てるのに適当な良い土地がなかったとのことで、

当該農地を転用して建てたいとのことでした。 

     よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○議長  引き続きまして、現地調査報告をお願いいたします。 

 

○○番  ○番○○が、３番の現地調査報告を致します。 

     ただいま地元委員から詳しく説明がありましたとおりでございます。 

     相隣関係としましては、東側が水路、西側が水路と田、南側が田、北側

が宅地となっております。 
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     従いまして、隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地改良区の意

見書があれば良いかと思います。 

 

○事務局 ありがとうございます。隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地

改良区の意見書、ともに提出されております。 

 

○議長  ３番については、説明が終わりました。必要書類は、提出されておりま

す。本件についてご質問、ご意見はございませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、３番については進達するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、３番については進達することに決定

いたします。 

 

○議長  それでは４番について、地元委員から説明をお願い致します。 

 

○○番 ○番○○が、４番について説明いたします。 

     参考資料の、１５ページ、１６ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 加古川市加古川町北在家○○○○ ○○○○、譲渡人 

奈良県大和郡山市九条町○○○○ ○○○○、申請地：所在地 敷地町○

○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、摘要として、売買

による所有権移転、鉄骨造 2 階建、1 階 74.85 ㎡、2 階 56.86 ㎡の一般住

宅となる予定です。第３種農地です。 

     よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○議長  引き続きまして、現地調査報告をお願いいたします。 

 

○○番  ○番○○が、４番の現地調査報告を致します。 

     ただいま地元委員から詳しく説明がありましたとおりでございます。 

     相隣関係としましては、東側が田、西側が宅地と水路、南側が水路、北

側が道路となっております。 

     従いまして、隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地改良区の意

見書があれば良いかと思います。 

 

○事務局 ありがとうございます。水利、区長の同意書、土地改良区の意見書、と

もに提出されております。なお、隣接農地の同意書についてですが、隣接

農地の所有者の行方が分からないとのことで、その事情を書かれた疎明書
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が提出されておりますので、それをもって同意ということで県に進達した

いと考えています。 

 

○議長  ４番については、説明が終わりました。必要書類は、提出されておりま

す。本件についてご質問、ご意見はございませんか。 

 

○○番 ○番、○○です。当該農地は、地縁者でないと買えないとかの条件がある

農地ですか？ 

 

○事務局 当該農地は、地縁者住宅区域に位置していますので、１０年以上その地

域、同じ小学校区域にお住いの地縁者でないと購入して住宅を建てること

はできません。譲受人はもともとこの地域に住んでおられましたので、地

縁者に該当します。 

 

○議長  ほかにご質問、ご意見はございませんか。 

 

○議長  ほかにご質問、ご意見が無いようでありますので、４番については進達

することに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、４番については進達することに決定

いたします。 

 

○議長  それでは５番について、地元委員から説明をお願い致します。 

 

○○番 ○番○○が、５番について説明いたします。 

     参考資料の、１７ページ、１８ページをあわせてご覧ください。 

     申請人：譲受人 復井町○○○○ ○○○○、譲渡人 加西市和泉町○

○○○ ○○○○、所在地 復井町○○○○ ○○○○ 地目畑 面積○

○○○㎡ 自作地、復井町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 

自作地、復井町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、

復井町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、復井町○

○○○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、復井町○○○○ 

○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、復井町○○○○ ○○○○ 

地目田 面積○○○○㎡ 自作地、復井町○○○○ ○○○○ 地目田 

面積○○○○㎡ 自作地、以上合計８筆 合計面積○○○○㎡、摘要とし

て、使用貸借権設定、普通車 60 台 1,454 ㎡の露天駐車場、荷物積み下ろ

し場 2,250㎡、車路 1,325㎡、緑地 1,318㎡外となる予定です。第３種農

地です。 

     譲受人と譲渡人は親族関係にあります。譲受人の会社の現在の駐車場は
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会社所在地から約５００ｍ離れたところにあるため、駐車場から会社まで

の従業員の往復の安全面を心配され、なんとか近くで確保したいこと、ま

た、荷物の積み下ろし場所も狭く、大型車の出入りが頻繁にあり、その場

所の安全も確保したいとのことなどの理由から申請に至られたものです。 

     よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○議長  引き続きまして、現地調査報告をお願いいたします。 

 

○○番  ○番○○が、５番の現地調査報告を致します。 

     ただいま地元委員から詳しく説明がありましたとおりでございます。 

     相隣関係としましては、東側が河川敷、西側が田、南側が宅地、北側が

譲渡人の田となっております。 

     従いまして、隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地改良区の意

見書があれば良いかと思います。 

 

○事務局 ありがとうございます。隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地

改良区の意見書、ともに提出されております。 

 

○議長  ５番については、説明が終わりました。必要書類は、提出されておりま

す。本件についてご質問、ご意見はございませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、５番については進達するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声あり） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、５番については進達することに決定

いたします。 

 

○議長  以上、議案第１１３号 農地法第５条関係では、申請件数５件、うち進

達件数５件により審議は終了いたしました。 

 

 

（転用制限外農地の届出に対する受理について） 

○議長  次に議案第１１４号を上程いたします。提案説明を事務局からいたしま

す。 

 

○事務局（多鹿） 議案書の７ページをお願いします。 

   議案第１１４号 

     転用制限外農地の届出に対する受理について 
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    別紙の転用制限外農地の届出について、受理の適否につき意見を求める。 

     令和５年２月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

     詳細は、８ページの１件でございます。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

 

○議長  議案、第１１４号は、ただいま事務局が説明しましたとおり、転用制限

外農地の届出に対する受理についてでございます。 

     該当地区の担当委員により、申請内容について、事前に調査を行ってお

られますのでその説明をしていただき、その後に、現地調査班長から現地

調査報告をお願いし、審議を進めたいと存じます。 

 

○議長  それでは、１番について 地元委員から説明をお願い致します。 

 

○○番  ○番○○が、１番について説明いたします。 

      参考資料は、１９ページ、２０ページをご覧ください。 

      届出人 喜多町○○○○ ○○○○、届出地 所在地 喜多町○○○

○ ○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 自作地、摘要として、農業用

倉庫としての利用。第１種農地です。 

      この届出は、○○○○さん（届出人）が、自身の所有農地に 198㎡の

農業用倉庫を建築されるものです。 

      ○○○○さん（届出人）は現在４４歳、会社勤めの傍ら農業に従事し

ておられます。現在、農機具を外に置かれており、保管場所として農業

倉庫がほしいとのことで申請されるに至られたものです。 

      なお、本申請地のほか、父親名義の鹿野町・菅田町の農地をあわせて

7,742㎡を耕作しておられます。 

      よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○議長  引き続きまして、現地調査報告をお願いいたします。 

 

○○番  ○番○○が、１番の現地調査報告を致します。 

     ただいま地元委員から詳しく説明がありましたとおりでございます。 

     相隣関係としましては、東側が道路、西側が田、北側が本人の田、南側

が道路と水路となっております。 

     従いまして、隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地改良区の意

見書があれば良いかと思います。 

 

○事務局 ありがとうございます。隣接農地の同意書、水利、区長の同意書、土地

改良区の意見書、ともに提出されております。 
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○議長  １番については、説明が終わりました。必要書類は、提出されておりま

す。本件についてご質問、ご意見はございませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、１番については受理するこ

とに決定してご異議ございませんか。 

          （異議なしの声） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、１番については受理することに決定

いたします。 

 

○議長  以上、議案、第１１４号 転用制限外農地の届出に対する受理について

の審議は終了いたしました。 

 

 

（農地法第３条第２項第５号括弧書きに規定する別段の面積について） 

 （別枠面積の解除） 

○議長  次に、議案第１１５号を上程いたします。 

     提案説明を事務局からいたします。 

 

○事務局（多鹿） 議案書９ページをお願いします。 

   議案第１１５号 

    農地法第３条第２項第５号括弧書きに規定する別段の面積について 

    （別枠面積の解除） 

    農地法第３条第２項第５号括弧書きの規定に基づき、小野市農業委員会が

定める別段の面積の解除について、審議を求める。 

     令和５年２月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

 

     農地法第３条の許可要件の一つである、所有農地の下限面積につきまし

ては、令和元年９月２０日開催の第１７回農業委員会の議案第９２号、及

び令和２年９月１８日開催の第２９回農業委員会の議案第１５５号で、

「現行の「別段の面積４０アール」の変更は行わない」こと、とあわせま

して、 遊休農地の有効活用に伴う例外規定で、「移住」に限定し、空き家

とセットにした遊休農地の１筆指定による、別枠の農地取得の下限面積と

して、１アールを設定する、との議決がなされました。さらに、令和３年

５月２１日開催の第１回農業委員会の議案第３号で、令和３年度から１ア

ール設定を１㎡設定に変更する、との議決がなされ、本年度につきまして

も、令和４年５月２０日開催の第１３回農業委員会の議案第６３号で引き

続き下限面積を１㎡に設定することをご提案し、ご承認いただいておりま
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す。 

     これらの議決を受けて、当該要件を満たす「空き家付農地」の物件が現

れたことにより、令和４年１１月２１日開催の第１９回農業委員会の議案

第９７号で「大島町○○○○ ○○○○」を１筆単位で１筆指定により、

また、令和４年１２月２１日開催の第２０回農業委員会の議案第１０５号

で「下来住町○○○○ ○○○○、下来住町○○○○ ○○○○及び下来

住町○○○○ ○○○○」の３筆を１筆単位で３筆指定により、それぞれ

１㎡で設定するとの議決がなされたところでございます。 

     その後、農地法第３条による売買がなされましたので、当該４筆に設定

しておりました１㎡の面積設定を解除したく、提案するものでございます。 

     以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

○議長  議案、第１１５号は、ただいま事務局が説明しましたとおり、農地法第

３条第２項第５号括弧書きに規定する別段の面積について（別枠面積の解

除）でございます。ただ今の説明について、ご質問、ご意見はございませ

んか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、本件については原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

          （異議なしの声） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、本件については原案のとおり決定い

たします。 

 

○議長  以上、議案第１１５号 農地法第３条第２項第５号括弧書きに規定する

別段の面積について（別枠面積の解除）の審議は終了いたしました。 

 

 

○議長  次に、議案第１１６号の説明者として、地域振興部産業創造課よりお越

しいただいております。 

 

○産業創造課 産業創造課農地整備係の岩崎でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

（農用地利用集積計画の決定について（農地中間管理権）） 

〇議長  次に、議案、第１１６号を上程いたします。提案説明を事務局からいた

します。 

 



 15 

○事務局（多鹿） 議案書１１ページをお願いします。 

   議案第１１６号 

    農用地利用集積計画の決定について（農地中間管理権） 

    農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計

画を定めるにあたって、農業委員会の決定を求める。 

     令和５年２月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

 

     １２ページをお願いします。 

     市長部局より、令和５年２月８日付で、意見を求められています。 

     １３ページから１９ページが、「農用地利用集積計画書」となっており

ます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

○議長  議案第１１６号は、ただいま事務局が説明しましたとおり、「農用地利

用集積計画の決定について（農地中間管理権）」でございます。 

     この議案につきましては、産業創造課から内容説明をしていただき、そ

の後にご意見をお聞きしたいと思います。 

     それでは、産業創造課から内容説明をお願いいたします。 

 

○産業創造課 産業創造課農地整備係の岩崎でございます。農用地利用集積計画の

決定について（農地中間管理権）説明させていただきます。 

     農地中間管理事業の概要は、担い手への農地の集積・集約を促すととも

に、耕作放棄地の発生を抑制することを目的に平成２６年度から運用して

おります。 

     農地の出し手と受け手の間に農地中間管理機構が介在することで、計画

的な配分による集約や、相続等の出し手受け手間の将来的な関係性の不安

解消など、その効果が期待されています。 

     本市においても、制度を活用して農地の集積をすすめていきたいと考え

ております。 

     つきましては、集積計画書について決定を頂きたいと思います。 

     それでは、計画書の内容について簡潔に説明させていただきます。 

 

     まず、賃貸借権の設定についてですが、 

     １３ページに書いてありますとおり、５件 １３筆 面積は、○○○○

㎡。これらは、山田町の農地です。 

     次に、１４ページをご覧いただきますと、 

     まず、１番から５番までの山田町及び中町の農家５軒から申し出のあっ

た１３筆、合計○○○○㎡の農地を中間管理機構である「ひょうご農林機

構」に貸し付けるものです。 

     これらは、最終的には、山田町の中心経営体である○○○○に貸し付け
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るものです。 

     参考地図、「山田町集積図」をご覧ください。黄緑色の部分が以前から

○○○○ ○○○○（山田町の中心経営体）が耕作されている農地、青色

地黒色点線枠が今回貸し付けられる農地です。 

     次に、使用貸借権の設定についてですが、 

     １５ページに書いてありますとおり、９２件 ３２１筆 面積は、○○

○○㎡。これらは、西脇町、大島町及び片山町の農地です。 

     １６ページから１９ページをご覧いただきますと、 

     まず、１番から６６番までの西脇町及び明石市の農家６６軒から申し出

のあった２００筆、合計○○○○㎡の農地を中間管理機構である「ひょう

ご農林機構」に貸し付けるものです。 

     これらは、最終的には、西脇町の中心経営体である○○○○氏（後述Ａ）、

○○○○氏（後述Ｂ）、また、出し手自身に貸し付けるものです。 

     参考地図、「西脇町集積図」をご覧ください。青色の部分が担い手○○

○○氏（前述Ａ）のもの、黄色の部分が担い手○○○○氏（前述Ｂ）のも

の、赤色の部分は、非担い手ということで、ご自身の農地をご自身に貸し

出されるという形で取り扱わせていただくものです。なお、黒色斜線部分

は以前から貸付されている農地です。 

     次に、６７番から９２番までの大島町の農家２６軒から申し出のあった

１２１筆、合計○○○○㎡の農地を中間管理機構である「ひょうご農林機

構」に貸し付けるものです。 

     こちらは、最終的には、西脇市の中心経営体である○○○○氏（後述Ｃ）

及び出し手自身に貸し付けるものです。 

     参考地図、タイトルはありませんが、黄色と青色で区分けされている縦

長のものが、大島町の図面です。青色の部分が担い手○○○○氏（前述Ｃ）

が借りられる農地、黄色の部分が貸して自身がまた新たに借りられる農地

となっています。 

     以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

     よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。 

 

○議長  ただいまの説明につきまして、何か質問、ご意見はございませんか。 

 

○１５番 １５番、土井です。大島町の農地を借りられる担い手○○○○さん（前

述Ｃ）はどの地域にお住まいなのでしょうか？ 

 

○産業創造課 ○○○○さん（前述Ｃ）は、現在、小野市にお住まいの方です。以

前から現在まで西脇市で営農活動をされています。 

 

○議長  ほかにご質問、ご意見はございませんか。 
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○議長  ほかにご質問、ご意見が無いようでありますので、本件については原案

のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

          （異議なしの声） 

 

○議長  ご異議がないようでありますので、本件については原案のとおり決定い

たします。 

 

○議長  以上、議案、第１１６号 農用地利用集積計画の決定について（農地中

間管理権）に関する審議は終了いたしました。 

 

 

          （産業創造課退席） 

 

 

（農用地利用集積計画の決定について（所有権移転）） 

○議長  次に議案第１１７号を上程いたします。提案説明を事務局からいたしま

す。 

 

○事務局（多鹿） 議案書２１ページをお願いします。 

   議案第１１７号 

    農用地利用集積計画の決定について（所有権移転） 

    農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計

画を定めるにあたって、農業委員会の決定を求める。 

     令和５年２月２１日提出 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

 

     ２２ページをお願いします。 

     市長部局より、令和５年２月８日付で、意見を求められています。 

     ２３ページの「農用地利用集積計画書」をご覧ください。 

     所有権の移転を受ける者は、 

     広渡町○○○○ ○○○○さん で、農地３筆、○○○○㎡を、売買に

より取得されます。 

     ２４ページをご覧ください。所有権の移転をする者は、喜多町○○○○ 

○○○○さんでございます。 

     ○○○○（所有権移転を受ける者）さんは、現在、経営耕地面積○○○

○㎡の認定農業者です。 

     今回の計画内容につきましては、経営面積・従事日数など、農業経営基

盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。 

     ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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○議長  議案、第１１７号は、ただいま事務局が説明しましたとおり、「農用地

利用集積計画の決定について（所有権移転）」でございます。 

     本件についてご質問、ご意見はございませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  ご質問、ご意見が無いようでありますので、本件については原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

          （異議なしの声） 

 

○議長  ご異議が無いようでありますので、本件については原案のとおり決定い

たします。 

 

○議長  以上、議案第１１７号 農用地利用集積計画の決定について（所有権移

転）に関する審議は終了いたしました。 

 

 

（報告事項） 

○議長  次に、報告事項に移ります。 

     報告事項 １から５までを、一括して事務局から説明いたします。 

 

○事務局 ２５ページをご覧ください。 

   報告１ 

     下記のとおり各種証明書を交付したので報告する。 

     （証明期間 令和５年１月１日～令和５年１月３１日） 

     令和５年２月２１日 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

 

     （１） 耕作証明 番号１ 住所 中谷町○○○○ 氏名 ○○○○ 

              使用目的 軽油免税申請 

        以下、記載のとおり、証明書につきましては、耕作証明のみ１２

件、使用目的はすべて軽油免税申請です。 

 

     引き続きまして２６ページをご覧ください。 

   報告２ 

     下記のとおり農地法施行令第１０条第１項の規定による届出を受理し

たので報告する。 

     （受理期間 令和５年１月１日～令和５年１月３１日） 

     令和５年２月２１日 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 
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     番号１ 届出者 譲受人 垂井町○○○○ ○○○○、譲渡人 垂井町

○○○○ ○○○○、物件の表示 所在地 垂井町○○○○ ○○○○ 

地目田 面積○○○○㎡、摘要といたしまして、宅地の一部 所有権移転 

    令和５年１月２３日受理、必要書類についてはすべて揃っておりました。 

     非常に狭小な面積ですが、既に塀の一部になっていたところを転用して

いなかったとのことで届出があったものです。 

     以上、記載のとおり、農地法施行令第１０条第１項の規定による届出は、

１件 １筆 ○○○○㎡でございます。 

 

     引き続きまして２７ページ、２８ページをご覧ください。 

   報告３ 

     下記のとおり農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条の規定

による小作の解約通知が提出され受理したので報告する。 

     （受理期間 令和５年１月１日～令和５年１月３１日） 

     令和５年２月２１日 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

 

     番号１ 届出人 貸人 敷地町○○○○ ○○○○、借人 敷地町○○

○○ ○○○○ 

     物件の表示 所在地 葉多町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○

○○㎡ 

               住永町○○○○ ○○○○ 地目田 面積○○

○○㎡ 

               以上合計２筆 合計面積○○○○㎡ 

     摘要 令和５年１月６日 農地法３条 使用賃借権 合意解約 

     以下、記載のとおり、解約通知につきましては、合計５件 ３２筆 ○

○○○㎡でございます。 

 

     引き続きまして２９ページから３２ページをご覧ください。 

   報告４ 

     下記のとおり、農地法第３条の３第１項の規定による届出を受理したの

で報告する。 

     （受理期間 令和５年１月１日～令和５年１月３１日） 

     令和５年２月２１日 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

 

     番号１ 届出者 譲受人（相続人） 浄谷町○○○○ ○○○○、譲渡

人（被相続人） 浄谷町○○○○ ○○○○ 

     物件の表示 所在地 浄谷町○○○○ ○○○○ 地目田 

               面積○○○○㎡ 
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               浄谷町○○○○ ○○○○ 地目田 

               面積○○○○㎡ 

               浄谷町○○○○ ○○○○ 地目田 

               面積○○○○㎡ 

               浄谷町○○○○ ○○○○ 地目田 

               面積○○○○㎡ 

               以上合計４筆 合計面積○○○○㎡ 

     摘要といたしまして相続による所有権取得 令和５年１月６日受理 

     農地法３条の３第１項の届出はすべて相続による所有権の取得が１３

件で、合計６６筆 ○○○○㎡でございます。 

 

     引き続きまして３３ページをご覧ください。 

   報告５ 

     下記のとおり、農地の構造改善（地目転換等）計画届が提出されたので

報告する。 

     （受理期間 令和５年１月１日～令和５年１月３１日） 

     令和５年２月２１日 

     小野市農業委員会 会長  岸本 富生 

 

     番号１ 届出人 樫山町○○○○ ○○○○、所在地 樫山町○○○○ 

○○○○ 地目田 面積○○○○㎡ 

     理由・事業計画といたしまして、水路の末端に位置し、毎年水量不足に

なるため、４０㎝程盛土をして半分を樹園地として利用する。施工期間

は令和５年１月３１日から令和５年２月２８日までとなっております。 

     以上、記載のとおり、農地の構造改善（地目転換等）計画届につきまし

ては、合計１件 １筆 ○○○○㎡でございます。 

     報告は、以上です。 

 

○議長  報告１から５について、事務局から説明が終わりました。 

     ただ今の報告について、ご質問、ご意見はございませんか。 

          （発言なし） 

 

○議長  無いようでありますので、報告事項については、これで終わります。 

 

 

【 閉   会 】 

 

○議長  以上で、本日予定いたしておりました議案すべての審議は終了しました。 

     皆様方には、各議案について、慎重にご審議をいただき誠に有難うござ

いました。 
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     これをもちまして、第２２回小野市農業委員会を閉会いたします。 

 

上記、農業委員会等に関する法律、第３３条の規定に基づき議事録を作成し、署名

捺印する。 

 

    令和５年２月２８日 

 

         小野市農業委員会会長 

 

          議事録署名委員３番 

 

          議事録署名委員４番 


